
 　古殿町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第2号）の第6条の規定に基づき

公表に関する条例を制定しました。

　（1） 部門別職員数の状況と主な増減理由 （2） 職員の競争試験及び採用状況（平成29年4月1日採用）

（注）　一般行政職の採用者数の内訳は、一般事務（5名）、

　　 栄養士（1名）です。

（3） 職員の退職状況（平成29年度退職）

（注）　その他の内訳は、自己都合（2名）です。

　 町では、自らその業務に対して目標設定・自己評価を行い、評価者（所属長等）がこれを評価することにより、職員の

自主的な能力開発や業務の改善等がより一層期待できるとともに、組織全体の能率・能力の向上、士気高揚を図り、

さらなる町民サービスの向上につなげていくことを目的として、平成28年度に人事評価制度を試行的に導入しました。

  （1） 総括

（注） 人件費には職員の給与のほか、共済負担金、退職手当負担金および常勤・非常勤の特別職報酬なども含まれます。　

（注） 1  職員手当には退職手当を含まない。
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② 職員給与費の状況（普通会計決算）

給料

255,314

職員手当

38,383
平成29年度
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給与費B/A期末・勤勉手当
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① 人件費の状況（普通会計決算）
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１　職員の任免及び職員数に関する状況
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３　職員の給与の状況

２　職員の人事評価の状況
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2  職員数は、平成29年4月1日現在の人数である。



  （2） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（平成30年4月1日現在）

（注） 1  「平均給料月額」とは、平成30年4月1日現在における一般行政職の職員の基本給の平均です。

  （3） 職員の初任給の状況　（平成30年4月1日現在）

  （4） 一般行政職の給別職員数等の状況（平成30年4月1日現在）

主事

困難な業務を処理する主事

係長、主査

課長補佐、主任主査

課長、主幹

困難な業務を処理する課長、参事

1  古殿町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

        2  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

       3  一般行政職とは、税務職、栄養士、保育士、保健師、企業職、技能労務職、幼稚園教諭を除いた職員である。

① 期末手当・勤勉手当

千円

（平成29年度支給割合） （平成29年度支給割合） （平成29年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　5～15％ ・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％

・管理職加算　　15～25％ ・管理職加算　　10～25％

② 退職手当（平成30年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置　2～20%加算

区 分

  （5） 職員手当の状況

標 準 的 な 職 務 内 容 職 員 数 構 成 比

％

平均給料月額

280,913 円

2  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

区 分

329,223 円

高校卒 150,400

183,400 円

円
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５ 級
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8.9

1.8

１ 級 26.8

定年前早期退職特例措置　3～45%加算

職制上の段階、職務の級等による加算措置
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３ 級

26.8
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％
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1人当たり平均支給額（平成29年度）

％

％

％

2.55 1.80 2.55

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

その他の加算措置

勤続20年

勤続25年

古　　殿　　町 福　　島　　県 国

1,277

勤続35年

最高限度額

39.7575 47.709

47.709 47.709

1.80

39.7575 47.709

47.709 47.709

――

1.80 2.60

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

古殿町 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

（注）

平均給与月額



③ 時間外勤務手当

支給実績（平成29年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 千円

支給実績（平成28年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 千円

職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数

　  （管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給とはならない職員を除く。

④ その他の手当（平成30年4月1日現在）

子（満16歳初年度から満22歳年）

異

勤務の態様
に応じ、1回
につき4,200
円～21,000
円

13,501

6,500

住居手当

借
家
・
借
間

寒冷地手当
寒冷地手当支給地域見直しに
より対象外（経過措置終了）

539 千円

千円 12,600642

円

千円 212,785

円

千円 383,299 円

0 円 0 円

円

千円 235,764 円

管理・監督の地位にある職員
　・課長　給料月額の10％
　・主幹　給料月額の8％
　・課長補佐　給料月額の7％

単身赴任手当

異動により配偶者と別居するこ
ととなったとき（異動距離60km以
上で異動距離に応じて）
　　　　月額30,000円～70,000円

異

同

俸給表別、
職務の級
別、俸給の
特別調整額
の区分別に
定められた
額を支給

6,516

宿直・日直により休日や夜間に
勤務したとき
　　　　　　　　1回につき4,200円

10,000 円

5,000 円
5,000 円

 

宿日直手当

家賃月額9,500円以上を支
払っている場合に支給
　・家賃20,500円以下
　　　　家賃額－9,500円
　・家賃20,500円超
               52,500円未満
　　（家賃額－20,500円）×
                 1/2＋11,000円
　・家賃額52,500円以上
　　　　27,000円

自
家
用
車
等
利
用

63,000円まで全額。63,000
円を超えた場合は、その超
えた額の2分の1の額を
63,000円に加算

通勤距離片道2km以上で
通勤距離に応じて
　　2,400円～46,300円

異

月額12,000
円超の家賃
を対象

4,008

89,782

月額

交
通
機
関
等
利
用

通勤 手当

（平成29年度決算）

扶養 手当 同 7,234

55,000円を
支給限度額
とるす

2,000円～
  31,600円

異 5,207 千円

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

28,389

管理職手当

225

11,823

184

（平成29年度決算）

子　　 　　 　　　月額 　10,000円

　　　　　　　　　 月額    5,000円
父母等　　　　　月額 　 6,500円

月額
月額

月額

円

円

配偶者　　　　　月額  　6,500円

手　当　名 内容及び支給単価

（注）　

支給実績 支給職員1人当た
り平均支給年額



円

円

円

円

円

円

　　 （算定方式）

給料月額×在職期間×支給率0.48 円

給料月額×在職期間×支給率0.29 円

給料月額×在職期間×支給率0.20 円

（１期の手当額）

8,449,440

月分
12月期 1.675

町　　　　　長

教　　育　　長

607,000

304,000

議　　　　　　員

議　　　　　　長

副　　議　　長 239,000

（支給時期）

町　　　　　長

6月期

  （6） 特別職の報酬等の状況（平成30年4月1日現在）

給
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当
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職
手
当

副　　町　　長

教　　育　　長

1.55
月分

任期毎

　　（平成29年度支給割合）

副　　町　　長

議　　　　　　長

副　　議　　長 6月期 1.50
月分 計 3.10 月分

議　　　　　　員 12月期 1.60

4,089,600

任期毎

教　　育　　長

　　（平成29年度支給割合）

計

任期毎

区　　　分

町　　 　　　長

副　　町　　長

給料月額等

568,000

758,000

223,000

3.225

17,464,320



 　介護休暇とは、職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は老齢のため、日常生活を営む

ことについて支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当である場合に6ヶ月の期間内で認められ

る無給の休暇です。

配偶者の出産休暇

　1日2回各30分以内

　5日以内

　5日以内

　2日以内

　1週間の範囲内で必要と認められる期間

　必要と認められる期間

　必要と認められる期間

風水震火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由

　配偶者の場合10日内　ほか

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

裁判員、証人等として官公署へ出頭するための休暇

選挙権等の権利行使のための休暇

風水震火災その他の災害による交通の遮断を事由とする休暇

の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇

　3日以内

　5日以内

　連続する7日以内

　その都度1日以内

忌引休暇

生理休暇

短期介護休暇

配偶者及び子の祭日のための休暇 　その都度1日以内

交通機関の事故等を事由とする休暇

とする休暇

の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇

計

産前産後休暇

病気休暇

１週間の
終了時刻

勤務時間の

種　　　　類 付与日数

  負傷又は疾病は90日、成人病及び精神性疾患は180日

  産前8週間（多児妊娠の場合は14週間）以内、産後8週間以内

  2日以内

　産前6週間、産後8週間の期間内に5日以内

ボランティア休暇

夏季休暇

子の看護休暇（中学校修学前までの子）

8.9日

（3） 病気休暇及び特別休暇の状況（平成30年4月1日現在）

（4） 介護休暇の取得状況（平成29年度）

男性職員

女性職員

風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員

（2） 年次有給休暇の取得状（平成29年）

　 年次有給休暇は、1年ごとに20日（中途採用者は別に規則で定める日数）付与されており、20日を越えない範囲内の

残日数は、翌年に繰り越すことができることになっています。

 　1人当たりの平均取得日数は、次のとおりです。

1人当たり平均取得日数

骨髄等提供のための休暇

父母の祭日のための休暇

結婚休暇

　必要と認められる期間

　必要と認められる期間

　必要と認められる期間

　必要と認められる期間

　必要と認められる期間

0

0

育児休暇（生後1年に達しない子）

配偶者の産前産後における子の養育休暇

38時間45分 午前8時30分 正午～午後1時 午後5時15分 あり

割振変更制度

４　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

（1） 勤務時間の状況（一般職の標準的なもの）

勤務時間
開始時刻 休憩時間

0

介護休暇取得者数

人

人

人



 　育児休業とは、職員が3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達する日までの期間を限度として取得

することができるもので、無給の休暇です。

 　部分休業とは、勤務時間の始め又は終わりに1日を通じて2時間を超えない範囲で取得することができ、勤

務しない時間は無給です。

（平成29年度）

 　修学部分休業とは、職員が学校教育法による高等専門学校や大学などの教育施設で修学するため、1週

間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲で2年間取得できる。

（平成29年度）

（平成29年度）

 　自己啓発休業とは、職員が自発的な修学又は国際貢献活動を目的として、無給で、修学の場合は2年、国

際貢献活動の場合は3年を休職とする制度です。

（平成29年度）

刑事事件に関し起訴された場合

取得者数

人0

1 人

0

計

職制等の改廃等により過員等を生じた場合

６　職員の分限及び懲戒処分の状況

（1） 分限処分の状況（平成29年度）

降任 免職

0 人

部分休業

取得者数

男性職員

女性職員

育児休業

0 人

0 人

0 人

人

0 人

0 人

人0

0 人

0 人

0 人

0 人

0 人

0 人

（3） 高齢者部分休業の取得状況

（2） 修学部分休業の取得状況

男性職員

計

0 人

高齢者部分休業取得者数

人

人

女性職員

計

人

1 人

1 人

人0

人0

0 人

0

0

降給 計

人

男性職員 0

女性職員 0

計 0

（4） 自己啓発等休業の取得状況

男性職員 0

人

人

人

0 人

0

0 人

区分

勤務実績がよくない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

条例に定める事由による場合

0

0 人

人

1 人

人

0

0

0

0 人

人0 0 人 0

0 人

0

0

休職

人0

女性職員

0

0

５　職員の休業に関する状況

計 1 人

人

自己啓発休業取得者数

人

人

人

人

0 人

人

0 人

（1） 育児休業等の取得状況

修学部分休業取得者数

人



 　職員の勤務能率の発揮及び増進のため、職務の階層に応じて行う職層別の研修や個々の職員が習得し

たい知識研修、専門研修等を実施しています。

1

専門研修 　 各専門研修 17 人

3 人

人

1

住民協働のためのワークショップ実践講座

クレーム対応講座

メンタルヘルス講座【予防編】

法務能力向上講座

政策法務講座【基礎コース】

一般職

一般職（採用後２年目～）

人

採用後１～８年目

2

計

件数

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議

員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

自ら営利を目的とする私企業を営む場合

報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合

８　職員の退職管理の状況（平成29年度）

事　　　由

件

人

0

人

0

0

採用後１２年目の職員

新たに係長職に就いた職員新任係長研修

実行力アップ研修

応用力アップ研修

基礎力アップ研修

新規採用職員研修

研　修　科　目 受講者数

免職

0人

人

0 0

人

0

減給 停職

人0 0

0 人

0 人

0 人

0

件0

主　　催

自治研修センター

対　象　者

その年度の新規採用職員

採用後４年目の職員

採用後８年目の職員

新たに課長職に就いた職員

新たに補佐職に就いた職員

９　職員の研修の状況（平成29年度）

区分

 　地方公務員法第38条の２の規定により、営利企業等に再就職した元職員は、離職前５年間に在職していた地方公

共団体の執行機関の組織等の職員に対し、在職時の職務に関して一定の影響力を有することを背景に、離職後２年

間、職務上の行為（契約、許認可等）をするように（しないように）依頼・要求してはならないとされています。

6 人

1 人

2 人

1 人

営利企業等従事許可の状況

人

0 人

0

0

７　職員の服務の状況（平成29年度）

人

人

0 人

（2） 懲戒処分の状況（平成29年度）

区分

法令違反

職務上の義務違反又は怠慢

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

計

戒告

人

0 人

0 人

0 人

2 人

1 人

件

0 人

0 人

選択研修

管理者・監督者

0

1 人

採用後４～１２年目

件

1

自治研修センター一般職（採用後８年目～）

管理者・監督者

人

1 人

有事の危機管理講座

人事評価講座

新任課長研修

人

1 人

新任管理職研修

基本研修

　 職員は、再就職者による依頼等があった場合、同条第７項の規定に基づき遅延なく公平委員会にその旨を届け出

なければなりません。

事　　　由

再就職者から依頼等を受けた場合の届出

件数



該当なし

該当なし

該当なし

0

計 0 人

人

人

43

14

人

公務災害

通勤災害

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況（平成29年度）

（1） 健康診断の実施状況

区分 受診者

定期健康診断

人間ドック

（2） 公務災害及び通勤災害の状況

認定件数

0 人

１１　公平委員会の業務の状況（平成29年度）

（1） 勤務条件に関する措置の要求の状況

（2） 不利益処分に関する審査請求の状況

（3） 人事行政相談の状況


